
第９期愛知県高齢者福祉保健医療計画の策定について 
 

１ 策定の目的等 

 

 本 県 に お け る 総 合 的 な 高 齢 者 の 福 祉 保 健 医 療 の 推 進 や 介 護 保 険 制 度 の 円 滑 な 運

営 を 図 る た め 、 老 人 福 祉 法 に 基 づ く 「 老 人 福 祉 計 画 」 と 介 護 保 険 法 に 基 づ く 「 介 護

保 険 事 業 支 援 計 画 」を 一 体 と し て 策 定 す る も の で 、計 画 期 間 は ３ 年 間 と さ れ て い る 。 

現 行 の 第 ８ 期 計 画（ 計 画 期 間：2021 年 度 ～ 2023 年 度 ）が 最 終 年 度 を 迎 え る た め 、

今 期 計 画 の 進 捗 状 況 を 踏 ま え 、 必 要 な 見 直 し を 行 い 、 今 年 度 中 に 第 ９ 期 計 画 （ 計 画

期 間 ： 2024 年 度 ～ 2026 年 度 ） を 策 定 す る 。  

  策 定 に あ た っ て は 、 国 が 定 め る 「 介 護 保 険 事 業 に 係 る 保 険 給 付 の 円 滑 な 実 施 を 確

保 す る た め の 基 本 的 な 指 針 」（ 基 本 指 針 ） に 即 し て 策 定 す る こ と と さ れ て い る 。  

  な お 、 本 計 画 の 一 部 を 共 生 社 会 の 実 現 を 推 進 す る た め の 認 知 症 基 本 法 及 び 認 知 症

施 策 推 進 条 例 に 基 づ く 認 知 症 施 策 の 推 進 を 図 る た め の 計 画 と し て 位 置 付 け る 。  

 

２ 第９期計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇  第 ８ 期 計 画 で は 、団 塊 の 世 代 が 75歳 以 上 と な る 2025年 を 見 据 え 、地 域 包 括 ケ ア シ

ス テ ム の 整 備 や 、 団 塊 ジ ュ ニ ア 世 代 が 65歳 以 上 の 高 齢 者 と な る と と も に 、 現 役 世 代

が 急 減 す る 2040年 も 念 頭 に お い て 介 護 サ ー ビ ス 基 盤 整 備 の 取 組 を 進 め る こ と と し

た 。  

〇  第 ９ 期 計 画 に お い て は 、 第 ８ 期 計 画 で の 目 標 や 具 体 的 な 施 策 を 踏 ま え つ つ 、 計 画

期 間 中 に 団 塊 の 世 代 が 75歳 以 上 と な る 2025年 を 迎 え る こ と か ら 、地 域 包 括 ケ ア シ ス

テ ム の 深 化 ・ 推 進 を さ ら に 進 め て い く と と も に 、 地 域 ご と の 人 口 構 成 の 変 化 や 介 護

ニ ー ズ の 動 向 を 踏 ま え 、2040年 以 降 も 見 据 え た 中 ⾧ 期 的 な 視 点 に 立 っ て 介 護 サ ー ビ

ス 基 盤 の 整 備 を 進 め て い く 。  

 

  
 

３ 第９期計画における主なポイント 
 

（１）介護サービス基盤の計画的な整備 

・県 内 で も 、都 市 部 で は 今 後 急 激 に 高 齢 者 人 口 が 増 加 す る 一 方 、も と も と 高 齢
者 が 多 い 地 域 で は 高 齢 者 人 口 が 減 少 に 転 じ る と こ ろ も あ る こ と か ら 、 地 域 の
実 情 に 応 じ 、中 ⾧ 期 的 な 人 口 動 態 や 介 護 ニ ー ズ の 見 込 み 等 を 適 切 に 捉 え 、サ ー
ビ ス 提 供 体 制 の 整 備 を 進 め る 。  
・在 宅 の 要 介 護 者 の 増 加 が 見 込 ま れ る こ と か ら 、そ の 在 宅 生 活 を 支 え る た め 、
定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 、（ 看 護 ）小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 な ど 地
域 密 着 型 サ ー ビ ス の 更 な る 普 及 を 図 る 。  

 
（２）地域包括ケアシステムの深化・推進  

・人 口・世 帯 構 成 や 地 域 社 会 の 変 化 な ど 地 域 の 実 情 に 応 じ て 、医 療 、介 護 、予
防 、住 ま い 、生 活 支 援 を 包 括 的 に 確 保 で き る よ う「 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム 」の
深 化 ・ 推 進 を 図 っ て い く 。  

 ・認 知 症 施 策 に つ い て 、あ い ち オ レ ン ジ タ ウ ン 構 想 の 理 念 を 継 承 し つ つ 、総 合
的 か つ 計 画 的 に 取 り 組 み を 推 進 し て い く 。ま た 、重 点 的 に と り く む べ き 施 策 を
取 り ま と め 、 効 果 的 に 施 策 を 推 進 し て い く 。  

 
（３）介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

・現 役 世 代 の 減 少 に よ り 介 護 人 材 不 足 が 進 む 中 で 、安 定 的 な 介 護 サ ー ビ ス の 提
供 体 制 を 確 保 す る た め 、 参 入 促 進 や 離 職 防 止 等 の 介 護 人 材 の 確 保 対 策 を 引 き
続 き 進 め る と と も に 、 介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 に お け る 業 務 の 効 率 化 や 介 護 サ ー
ビ ス の 質 の 向 上 な ど 、 生 産 性 向 上 に 資 す る 取 り 組 み を 進 め る 。  

 

４ 計画策定体制 

 
  保 健 医 療 ・ 福 祉 関 係 者 、 介 護 保 険 者 、 被 保 険 者 等 の 代 表 及 び 学 識 経 験 者 を 構 成 員

と す る 「 愛 知 県 高 齢 者 福 祉 保 健 医 療 計 画 策 定 検 討 委 員 会 」 を 設 置 し 、 御 意 見 を い た
だ き な が ら 策 定 し て い く 。  

 

５ 策定スケジュール（案） 

 
2023 年 ７ 月      国 基 本 指 針 （ 案 ） の 提 示  

８ 月 ９ 日    第 1 回 高 齢 者 福 祉 保 健 医 療 計 画 策 定 検 討 委 員 会 の 開 催  
            （ 計 画 の 構 成 ・ 骨 子 案 に つ い て 検 討 ）  
     ８ 月 ～ １ １ 月  市 町 村 計 画 と の 調 整  

１ ２ 月 下 旬    第 2 回 高 齢 者 福 祉 保 健 医 療 計 画 策 定 検 討 委 員 会 の 開 催  
            （ 計 画 素 案 の 検 討 ）  

2024 年 １ 月 下 旬    パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施  
     ３ 月 中 旬    第 ３ 回 高 齢 者 福 祉 保 健 医 療 計 画 策 定 検 討 委 員 会 の 開 催  
            （ 計 画 最 終 案 の 検 討 ）  

３ 月 下 旬    計 画 の 策 定 ・ 公 表  

資料１－１  


